
 
 

監査法人ハイビスカスに対する検査結果に基づく勧告について 
 
 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日 
公認会計士・監査審査会 

 
公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、公認会計士法第 49条の３第２項

の規定に基づき、監査法人ハイビスカス（法人番号 3430005004396、以下「当監査法人」と
いう。）を検査した結果、下記のとおり、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められ
たので、本日、金融庁長官に対して、同法第 41 条の２の規定に基づき、当監査法人に対し
て行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。 

 

記 
 
当監査法人を検査した結果、以下のとおり、当監査法人の運営は、著しく不当なものと認

められる。 
 
１．業務管理態勢 

当監査法人は、高品質の監査等を実現することにより、クライアントや社会から信頼さ
れる存在となることを目指している。また、監査品質の維持・向上を図る目的で、札幌事
務所及び東京事務所の双方の社員・職員が出席する会議を定期的に開催し、監査基準の改
訂等に対する監査実務上の対応等を議論するなどの施策を実施してきている。 
しかしながら、統括代表社員は、適切な業務管理や監査品質の維持・向上に資する品質

管理に係る最高経営責任者としての責任を負っているにもかかわらず、職業的専門家とし
ての誠実性・信用保持の重要性に対する認識が不足しており、職業倫理の遵守を重視する
組織風土の醸成に向けて、リーダーシップを発揮していない。このため、当監査法人の社
員・職員においては、不適切な検査対応に関与するなど、業務の遂行に際し、法令、倫理
規則、内部規程等を遵守する意識が共有されていない。 
また、統括代表社員及び品質管理担当責任者においては、業務運営に係る重要な事項に

ついて、特定の社員のみで議論すれば足りるものと考えており、内部規程等を適切に整備
し、当該規程等に従って、品質管理のシステムを運用する意識が欠けている。このため、
統括代表社員及び品質管理担当責任者においては、適切な監査品質を確保するための実効
的かつ組織的な業務管理態勢・品質管理態勢が構築できていない。 
さらに、当監査法人の各社員は、当監査法人所属の社員・職員は豊富な実務経験に基づ

く十分な能力を有しており、これらの者が実施する監査業務の品質には特段の問題がない
ものと思い込んでいる。このため、当監査法人の各社員は、業務執行社員を含む監査実施
者において、現行の品質管理の基準や監査の基準が求める水準の理解が不足する者が存在
することを認識できていないほか、他の社員・職員が実施する監査業務について、審査や
定期的な検証等を通じて、監査品質の維持・向上を図る意識が不足している。 
 
こうしたことから、下記２に記載するとおり、今回の審査会検査における不適切な対応、

監査調書の差替え等の防止措置の未実施、監査業務に係る不適切な審査など、品質管理態
勢において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められている。 
また、下記３に記載するとおり、今回の審査会検査で検証対象とした全ての個別監査業

務において、業務執行社員及び監査補助者に監査の基準に対する理解が不足している状況

及び職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要な不備を含めて
広範かつ多数の不備が認められている。 
 



 
 

２．品質管理態勢 

（不適切な検査対応） 
当監査法人は、検査実施通知日以降、検査官に品質管理関連資料及び検証対象個別監査

業務に係る監査ファイル（以下「検査対象資料」という。）を提出する日までの間、一部
の社員及び職員が、事後的に検査対象資料を作成し、あるいは、事後的に作成した監査調
書を監査ファイルに差し込むなどした上で、その旨を秘して検査官に当該検査対象資料を
提出した。 

 
（監査調書の管理及び監査ファイルの最終的な整理） 

統括代表社員及び品質管理担当責任者は、監査ファイルの最終的な整理後における監査
調書の差替えなど、当監査法人の方針及び手続に従わない監査調書の変更を防止するため
の具体的な措置を講じていない。 

また、業務執行社員は、監査ファイルの最終的な整理に際し、当該ファイルにとじ込ま
れるべき監査調書が過不足なくとじ込まれているかなど、情報の完全性の観点からの確認
を実施していない。 

 
（監査業務に係る審査） 

審査担当社員は、監査チームが実施した、企業及び企業環境の理解や会計上の見積りに
係る監査手続等に関し、実施した監査手続の概要等を把握するのみで、監査調書に基づき、
現行の監査の基準が求める手続が実施されているかの検討を行うことなく、監査チームに
よる重要な判断及びその結論には問題がないとして審査を完了させている。 
このため、審査担当社員は、今回の審査会検査で検証対象とした個別監査業務において

検出された、重要な不備を含む複数の不備を、審査において指摘できていない。 
 

このほか、内部規程の整備及び運用、法令等遵守態勢、情報管理態勢、品質管理レビュ
ーでの指摘事項の改善状況、監査契約の新規の締結、監査補助者に対する指示・監督及び
監査調書の査閲、品質管理のシステムの監視に不備が認められる。 

 
このように、当監査法人の品質管理態勢については、不適切な検査対応、監査調書の管

理及び監査ファイルの最終的な整理、監査業務に係る審査において重要な不備が認められ
るほか、広範かつ多数の不備が認められており、著しく不適切かつ不十分である。 

 
３．個別監査業務 

業務執行社員及び監査補助者は、監査の基準や、現行の監査の基準が求める手続の水準
の理解が不足している。特に、収益認識に関する不正リスクの評価及び対応に係る手続に

ついての理解が不足している。 
また、業務執行社員及び監査補助者は、経営者の主張を批判的に検討していないなど、

職業的懐疑心が不足している。 
さらに、業務執行社員及び監査補助者は、監査手続の効率性を意識するあまり、リスク

評価及びリスク対応に係る手続について、慎重に検討する意識が希薄となっていた。 
くわえて、業務執行社員は、監査補助者を過度に信頼していたことから、監査補助者が

適切に業務を実施していると思い込み、監査補助者に対する適切な指示・監督及び監査調
書の深度ある査閲を実施しなかった。 

 
これらのことから、収益認識に係る不正リスクの検討が不適切かつ不十分、重要な虚偽

表示リスクの評価及び内部統制の不備の評価が不適切、重要な貸付取引の事業上の合理性

の評価、債務保証損失引当金の検討及び重要な構成単位の識別に関する監査手続が不十分
といった重要な不備が認められる。 



 
 

上記のほか、不正リスクの評価が不適切並びに仕訳テストの検討、繰延税金資産の回収

可能性の検討、事業構造改善引当金の検討、将来計画の見積りの検討、取得原価の再配分
の検討、資産除去債務の検討、セグメント情報に関する注記の検討、内部監査人の利用に
係る検討、内部統制監査の評価範囲の検討及び監査上の主要な検討事項の記載に係る検討
が不十分、さらに、売上高の分析的実証手続、売上原価の実証手続、売掛金の実証手続、
棚卸資産の実証手続、特定項目抽出による試査による実証手続、監査サンプリング及びグ
ループ監査に係る監査手続が不十分、くわえて、子会社株式の評価、のれんの評価、構成
単位の固定資産の減損、決算・財務報告プロセスの検証、取締役会等の議事録の閲覧、監
査役等とのコミュニケーション、個人情報の取扱い及び独立性の確認が不十分であるなど、
広範かつ多数の不備が認められる。 

 
このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備

が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものと
なっている。 

 
 
 

お問合せ先 

公認会計士・監査審査会事務局 

審査検査課 

（代表） 03-3506-6000（内線 2485） 


